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連合茨城会長

内 山　　 裕

新年明けましておめでとうございます。健やかな新春
をお迎えになられた事とお慶び申し上げます。
旧年中は、連合茨城の各種取り組みに対します、ご理

解とご協力を賜り心からの感謝と御礼を申し上げます。
昨年、10月27日に開催致しました、連合茨城第25回定

期大会において、和田前会長の後任として、会長に就任
を致しました。この２カ月間、構成組織・地域協議会の
定期大会・総会をはじめと致します、様々な活動に参加
をさせて頂きました。本年も、定期大会で確認いただい
た活動方針に沿って、連合茨城の活動の前進を期して参
りたいと思っております。引き続きましての、ご支援ご
協力を宜しくお願い致します。
連合は「働くことを軸とする安心社会に向けて　～次

の飛躍へ。確かな一歩を～」をスローガンに掲げ、連合
茨城はめざす地域社会として、①バランスのとれた生活
環境整備。②産業振興・起業などの推進による地域経済
の発展、雇用の確保。③全ての労働組合の連合茨城への
結集、未組織労働者の組織化など組織拡大の推進と組織
力を背景とした社会的影響力の発揮。④勤労者とその家
族の声を代弁する政治勢力の拡大。⑤社会に開かれ、社
会と共に歩む労働組合の構築。を基調としています。
連合運動における地方組織の重要性が一層高まる中

で、「地域に根差した顔のみえる運動・地協の運動」を
さらに深化させると共に、地域創り・暮らしを守る活動
を進めるため、連合本部・連合茨城・地域協議会が役割
を発揮し、一体的に運動を展開できる体制を強化してい
くことが必要であると考えています。
また、労働者福祉協議会（労福協）と連携し取り組ん

でいます「ライフサポートセンター」活動の充実を図り、
地域で働き暮らす勤労者や、住民の暮らしのサポートの
強化や、共助の拡大を図ることも必要です。地域社会へ
の参画を通じて、労働組合の社会的価値を高めていくこ

とは重要であり、すべての働く者や地域社会全体に向け
て労働組合に対する理解が深められるよう、社会貢献・
地域貢献活動に積極的に参画をしていかなければならな
いと思っております。
連合茨城が、茨城のナショナルセンターとしての役割
と機能を如何に発揮していけるか、私達の活動の深化も
問われていると思っています。勤労者・生活者を取り巻
く環境も、様々な要因から景気回復が実感できるような
状況にはありません。更には「働き方改革」と言われて
いますが、労働環境を取り巻く実態を踏まえますと、ま
だまだ厳しい状況にあります。この１月から、第196回通
常国会が開会されます。本国会の中で、労働法制改正に
向けた論議も本格化していくと思われます。その中で、
働く者の声、真面目に暮らす生活者の声を行政に届ける
ためにも、政策・制度改善活動の重要性が一層増して参
ります。
組織強化・拡大を図り、働く者の団結力をさらに高め
て、連合茨城に結集するすべての組合員の皆さんに、地
域の皆さんに、連合茨城の運動の理念が伝わる努力をし
ていかなければならないと思っております。
取り巻く環境は決して容易なものではありません。だ
からこそ、今一度、連合結成の原点を見つめ直し、いつ
の時代も労働運動は、より良い職場、より良い社会に向
けた変革の原動力でなければなりません。その先頭に立
つ連合に結集する私たちには、組織力・政策力・発信力
に一層磨きをかけ、すべての働く者のため、次の時代に
連合運動を繋いでいくことが求められます。
各種課題は山積していますが、一つ一つ丁寧に、確実に
前進が図れるよう、執行委員会をはじめと致しまして、加
盟組織の皆様と心合わせを図りながら邁進して参いる所存
でございますので、本年も変わらぬご支援ご協力を賜りま
すよう心からお願い申し上げ、新春のご挨拶と致します。
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抽選会アトラクションで水戸市のみとちゃんが駆けつけてくれました！

民進党県連顧問・郡司彰参議院議員の音頭で乾杯

連合茨城・内山会長 茨城県・大井川知事 茨城労働局・西井局長

連合茨城賞は元事務局長の上村順一氏が当選しました

１月５日（金）水戸京成ホテルにおいて、構成組織、地域協議会、議員懇談会、退職者連合など
約450名が参加し、連合茨城2018年新春のつどいが開催されました。

主催者を代表して挨拶に立った内山会長は、
①県政との連携について
②連合茨城の取り組み　の 2点について述べ、「より良い茨城にしていくためには、勤労者・生活者の声を各地域に
おいても行政に届けていくことが必要である。」と強調した。
また、「私たちが「働き」「暮らす」この「茨城」を、さらに魅力ある「茨城」としていくためには、県政との連携は

大変重要なことであり、新たな県政との信頼関係を構築していけるよう関係各位のご理解とご支援をお願いする。」
と訴えました。
続いて来賓の茨城県、茨城労働局、茨城県経営者協会、労働福祉団体等各界代表者や民進党茨城県連関係議員を代表

して、茨城県・大井川知事と茨城労働局・西井局長よりご祝辞をいただきました。各界の代表者による鏡開きの後、
民進党県連顧問・郡司彰参議院議員の音頭で乾杯をし、和やかな雰囲気の中、つどいが進められました。
恒例となったお楽しみ抽選会は、連合茨城青年委員会・女性委員会が司会進行し、昨年流行したキャラクターや話題

となった人物に扮して、会場を盛り上げました。

新春のつどい開催新春のつどい開催
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11月27日（月）13時30分から茨城県労働福祉会館大会議室において開催されました。構成組織より53名が
参加。
主催者を代表して中島委員長より「女性活躍推進法、改正育児介護休業法など法律は整備されてきているが、

日本のジェンダーギャップ指数は114位で男女平等はなかなか進んでいない。女性委員会では、働く仲間の悩
みを出し合ったり、それぞれの組織の男女平等参画の取り組みを共有している。男女平等参画は、特定の女
性が参画することでなく、一人一人が声をあげること。女性も男性も LGBT の性別少数者の方も人生を充実
させることが必要である。」と挨拶がありました。来賓として内山会長挨拶後、2017年度活動報告がありました。
2018年度活動方針「①労働組合への女性参画推進、②雇用における男女平等確保の取り組みと母性保護の強
化、③仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）を実現するための取り組み、④男女平等参画推進の
ための政策・制度要求の取り組み、⑤女性委員会の活動の充実」を承認。また、2018年度の役員については、
再任の中島委員長（日教組）をはじめ、新役員が承認されました。
学習会では、常陸太田市男女共同参画審議会元会長・連合茨城女性委員会元委員長・綿引すず子さんより

「男女共同参画は私たちの気づきの一歩から」と題した講演がありました。
綿引さんからは、“行動した人にしか味わえない充実感・達成感があること”“女性・男性の意識改革、職場・

組合内のマニュアル化が必要なこと”“時間・スケジュール管理、働き方の見える化、すき間時間の工夫、働
く女性は段取りが上手く仕事が速いので社会の大きな力となる”等、ご自身の体験をふまえたお話がありました。
最後に応援メッセージとして「①自分を元気に大切に、②今できることを楽しむ、マイナスをプラスにするの
も考え方次第、③地域活動にも目を向けて」と締めくくられました。綿引さんの「頼まれたら断らない」「自分
からチャレンジする」という前向きな姿勢に励まされ、自分なりの気づきや、一歩踏み出す勇気をもらいました。

11月21日（火）15：30 ～水戸京成ホテルにおいて、構成組織、地域協議会、議員懇談会など80名を超える方
に参加をいただき開催いたしました。
今年度は、政治学者、筑波大学人文社会系教授の辻中豊氏をお招きし『「日本の労働組合と政治の現在」を

世界の市民社会と政治から考える』をテーマに講演を行いました。世界と日本の政治情勢、市民社会組織構成
の比較などグローバルな視点で捉えた説明があり、「連合・労働組合の組織力は重要だが、政治の風を起こす
ためには、市民社会との連
携が重要である」等ご講演
をいただきました。
連合が掲げる政策・制度

実現に向け、今後も構成組
織、地域協議会、議員懇談
会と連携を取りながら積極
的に取り組んでまいります。

連合茨城 政治フォーラム を開催政治フォーラム を開催政治フォーラム を開催

～ 女性委員会第 25回定期総会・学習会開催 ～
1 人 1人が声をあげて、男女平等参画社会を実現しよう
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ワークルール検定とは

（一社）日本ワークルール検定協会 ☎03-3254-0545
http://workrule-kentei.jp/index.php

労働基準法や労働組合法などの法律や、休日や賃
金、解雇など、職場で問題になりやすいワークルール
に関する一般的な知識を問う検定試験。

厚労省も後援！
ワークルール検定に
挑戦しよう

ワークルール検定に
挑戦しよう

問合先

次回は5月22日（日）予定

このページは連合HPでも配信中！
皆さんもお使いください。PDF

労働者には「退職の自由」があります。期間の定めがない
労働者は、退職の意思表示から2週間が経過すると雇用

関係が終了します。辞めたいときには「退職届」を会社に提出し、
退職の意思を示しましょう。
　一方、期間の定めのある雇用の場合は、病気など「やむを得な
い事由があるとき」以外は原則、途中解約（＝退職）はできませ
ん。ただし、1年を超える有期労働契約の場合で、契約の初日から
1年を経過した日以降は、退職をすることができます。

A

退職を申し出たら
「そんな勝手は許さない」と言われ、

辞めさせてもらえない。
会社が認めないと退職できないの？

労働者を解雇するには、「客観的に合理的な理由」「社会
通念上相当」であると認められるものでなければなりま

せん。教育・指導などの機会や改善のための猶予もなく突然
解雇を言い渡されたのであれば、不当解雇にあたります。

A

Q

些細なミスや能力不足を理由に
クビだと言われた。
これって、不当解雇じゃないの？

Q

有期契約であっても、更新を繰り返して
期間の定めのない契約と実質的に異な

らない場合や、反復更新の実態、雇用継続へ
の合理的期待が認められる場合は、解雇が無
効となることがあります。

A

何度も契約更新してきたのに
「次の更新はない」と言われた。

有期契約だから仕方ないの？

年度末を目前に控え、
契約の打ち切りや退職を強要された

という相談が多いんだよ。
雇用に関する不安を感じたら

一人で悩まないで早めに相談してね！
「連合  なんでも労働相談ダイヤル」

　　0120-154-052

Q

この
皆さDFPD

行こうよ、連合に

O R K                  U L E

働くみ ん な の ワークルール

Q&A
vol. 3

こんな相談が連合の労働相談に寄せられています。
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問合先このページは連合HPでも配信中！
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働くことに困ったら労働組合に相談してね！

PDF

厚労省も後援！

ワークルール検定に
挑戦しよう

ワークルール検定に
挑戦しよう

労働契約や就業規則に「配転がある」などの
定めがある場合、原則的に会社は労働者に

転勤を命じることができます。
　ただし、無制限に命令できるわけではありません。
業務上の必要性や会社の配慮などを総合的に考慮
し、転勤によって労働者が著しい不利益を被る場合、
その命令は「権利の濫用」と判断され、無効とされ
るケースもあります。
　転勤ができない事情がある場合には、そのことを
会社に説明し、理解を求めましょう。

A

転勤の内示が出たけれど
介護で家を離れるわけにいかない。
転勤を断ることはできる？

転籍とは、現在の会社との労働契約関係を終了さ
せ、別の会社と新たに労働契約を結ぶことをいい

ます。転籍には労働者の同意が必要であり、会社が一
方的に命じることはできません。人事異動の必要性やそ
の後の労働条件をよく確認し、応じられないのであれば
同意はせず、その意向を会社に伝えましょう。

A

Q

関連会社へ転籍を命じられた。
どうなるのか、とっても不安。拒否してもいい？Q

個人請負＝個人事業主になると、一時的には手取
り額が増えるかもしれません。しかし、個人事業主

となれば、会社との雇用関係はなくなり、労働者としての
権利を失います。例えば、残業代は支払われませんし、
仕事中のケガの補償もありません。また、交通費や保険
料などは自分で支払う必要がありますので、安易に切り替
えることなく慎重に判断しましょう。

A

契約社員から
個人請負に切り替えてほしいと言われた。
手取り額が増えるから応じようかな？

人事異動にもいろいろなケースや
ルールがあるんだね。

就業規則にもきちんと目を通して、
自社の規定を確認することが

大事だね！

Q

この
皆さDF

大事

PDP

O R K                  U L E

働くみ ん な の ワークルール

Q&A
vol. 4

こんな相談が連合の労働相談に寄せられています。
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無 期有 期

次の更新はあるのかな… これで安心だね !

1 月19日 金 10：30 第１回労働対策専門委員会

1 月22日 月 14：00 医福労連第21回定期総会・
学習会

2 月 6 日 火 第1回地協二役会議

2 月 8 日 木 10：00 税金学校

2 月 8 日 木

～  
2 月10日 土

全国一斉労働相談ホットライン

2 月 9 日 金 茨城県経営者協会との懇談会

2 月14日 水 10：30 第４回三役・執行委員会

2 月20日 火 18：00 パート・派遣・有期雇用労働
者のつどい

3 月 3 日 土 10：00 連合茨城2018春季生活闘争決
起集会

3 月15日 木 10：30 第５回三役会議・執行委員会

4 月19日 木 10：30 第６回三役会議・執行委員会

4 月20日 土・21日 日 地域メーデー開催

4 月28日 土 10：00 第89回茨城県中央メーデー

１月～４月のおもな日程 Main Schedule

連合茨城  しあわせセンター連合茨城  しあわせセンター

皆さん悩み事はありませんか？ 弁護士がご相談に応対します！

【時間】 13 : 00～15 : 30 （相談時間は1人30分）
【場所】 水戸市梅香2-1-39 （茨城県労働福祉会館４階） 

担当弁護士：足立 勇人 弁護士、白石　 裕 弁護士、橘　 朋代 弁護士、水口 二良 弁護士、野村 貴広 弁護士

連合茨城では毎月無料法律相談を開催しております。
2018年
無料法律相談開催日 １月20日 土 2 月17日 土 ３月17日 土

５月19日 土 ６月16日 土 ７月21日 土４月21日 土
10月20日 土９月 8 日 土 11月17日 土 12月 8 日 土

無
料

事前予約制 です。

0120-154-052

連合茨城  しあわせセンター連合茨城  しあわせセンター連合茨城 連合茨城  しあわせセンター連合茨城 連合茨城 連合茨城 連合茨城 連合茨城  しあわせセンター しあわせセンター連合茨城  しあわせセンター しあわせセンター しあわせセンター しあわせセンター しあわせセンター しあわせセンター しあわせセンター しあわせセンター

皆さん悩み事はありませんか？ 弁護士がご相談に応対します

連合茨城では毎月無料法律相談を開催しております。

法律相談

全国一斉労働相談ホットライン

　知って
いますか

？
2018年4月1日より有期労働契約から

「無期労働契約」への転換を申し込むことができます！
■これまでは、有期労働契約で何年働いても、「無期労働契約（期間の定めのな
い労働契約）に転換できる権利」はありませんでしたが、有期労働契約が反復
更新されて５年を超えたときに、労働者が申込みをすることによって、無期労
働契約に転換できるようになりました。　【改正労働契約法第18条】

■無期労働契約への転換を申し込む権利（「無期転換申込権」）は、2013年４月
１日以後の有期労働契約が対象となり、同一使用者と有期労働契約通算期間が
５年を超えていること、契約更新回数１回以上が条件となります。

「突然、次の契約は更新しないと言われた･･･」「労働契約の内容と実際の労働条件が違う･･･」等、
雇用不安を感じたり、賃金・労働時間・休暇などの労働条件がおかしいと思ったときには、

ひとりで悩まず連合にご相談ください !!

上記期間以外も常設しています。携帯電話・
スマートフォンからでもOK！
専門の相談員が対応します。もちろん秘密
厳守です。

 フリ ー ダ イヤル い こう よ れん ごう に

0120ー154ー052

2018年2月8日木～10日土 
9：00～19：00

働き続けたい ! なぜ辞めなければならないの !?　STOP 雇止め・雇用不安 !
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相談内容

障害者施設で働く契約社員です。入社して 3か月なのでまだ仕事がわからないことが多
いのですが、施設内でのパワハラ問題について相談します。
私たちの職場は一人のベテラン女性がすべて仕切っており、職員ばかりか患者さんまで

怒鳴り散らすパワハラ行為を施設内で平然と行っていることに驚きました。パワハラに我
慢できず、その言動を施設長に訴えたのですが、「新人の君が言うことではない」と逆に
お叱りを受けてしまいました。見て見ぬふりのようです。職員ばかりか、患者さんまで怖
くて黙っています。耐えられずに退職する職員が後を絶ちません。
過去には労基署も入ったことがあるそうですが、特段の指摘は受けなかったとのことで

す。最近、職場で「パワハラ研修」も実施されましたが、当の本人には自覚が
ありません。後々のためにと、その言動を録音やノートに書き留めております
が、どうすれば職場は変えられるでしょうか。

対応内容

常時、一緒に働いている職員の皆さんがパワハラ行為の証言者であり、施設入居者の
中でも迷惑に思っている人もいるようですから、勇気をもって、自らの職場と入居者を
守るために職員全員で立ち上がるべきです。
皆さんから具体的な証拠を提示し、トップである役員に提言してみて下さい。施設の

入居者のことを第一義として考えれば必ず改善の動きがあるはずです。もし、
それでも改善されない場合は、労基署に相談することをお勧めします。録音
やノートは具体的な証拠として役立つはずです。

― やっかいなパワハラ撲滅 !! ― 
～障害者施設の労働者から～

最近の労働相談傾向として介護の現場や障害者施設などで働く皆さん
からの相談が多く寄せられています。業務の困難性、夜勤等の就労や
低賃金など劣悪な労働環境の中で労働者の定着率が非常に
低いようです。高齢化社会の到来とともに、必要不可欠な
職場だけに、早急な改善対策が待たれます。
今回は障害者施設で働く方から寄せられた相談です。

労働相談事例から No.6
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連 合 茨 城 会 長 内 山 　 裕
〃 副 会 長 小 島 弘 行
〃 〃 山 田 康 裕
〃 〃 黒 江 正 臣
〃 〃 赤 澤 義 明
〃 〃 吉 田 　 豊
〃 〃 荒 川 友 久
〃 〃 山 本 　 勇
〃 〃 大 関 英 二
〃 〃 西 篠 昌 利
〃 〃 川 又 和 弘
〃 〃 渡　邊　　　裕
〃 〃 中　島　佳代子
〃 事 務 局 長  髙 木 英 見
〃 副事務局長 綿 引 哲 也
〃 〃 稲 田 泰 則
〃 執 行 委 員 中 岡 誠 一
〃 〃 菅 原 　 功
〃 〃 米 崎 行 二
〃 〃 須 藤 義 徳
〃 〃 小　川　由紀夫
〃 〃 野 中 弘 明
〃 〃 吉 田 　 悟
〃 〃 菊 池 正 見
〃 〃 青 木 伸 廣
〃 〃 船 橋 一 則
〃 〃 川原井　文　夫
〃 〃 皆 川 理 恵
〃 会 計 監 査 飯 泉 　 誠
〃 〃 金 田 光 弘
〃 〃 矢 吹 健 幸

県北地域協議会 議長(執行委員) 蛭 田 光 一
〃 事 務 局 長 小 野 正 昭

常陸野地域協議会 議長(執行委員) 桑 名 勝 弘
〃 事 務 局 長 佐々木　博　二

中央地域協議会 議長(執行委員) 根 矢 和 弘
〃 事 務 局 長 赤 上 正 明

鹿行地域協議会 議長(執行委員) 山 中 俊 典
〃 事 務 局 長 中 津 三 郎

土浦地域協議会 議長(執行委員) 久保田　利　克
〃 事 務 局 長 小 泉 敏 明

県南地域協議会 議長(執行委員) 友 信 勝 美
〃 事 務 局 長 片 見 常 雄

県西地域協議会 議長(執行委員) 鈴 木 　 隆
〃 事 務 局 長 小 林 里 見

連 合 茨 城 事　 務　 局 中 根 麻 里
〃 〃 川　城　さおり
〃 〃 綿 引 裕 子
〃 〃 飛　田　悦　子
〃 県北地域協議会 成 田 優 子
〃 常陸野地域協議会 宮 内 峰 子
〃 中央地域協議会 塩　崎　典　水
〃 鹿行地域協議会 細　谷　友有子
〃 土浦地域協議会 吉 田 貴 子
〃 県南地域協議会 小　川　はる美
〃 県西地域協議会 永　藤　桂　子
〃 アドバイザー 山 口 繁 雄
〃 〃 賀 来 祥 光
〃 〃 稲 田 直 志

明けましておめでとうございます。
昨年は退位に関する特例法の成立や、皇室会議への参画

など、長い間の御支援と巡り合わせの妙に感謝の一年でした。
一方で、急な解散総選挙は民進の三分裂を生み、国会の

勢力図は与党に漁夫の利を与えました。私は働く者の代弁
者として、連合の力が発揮出来る状況を創る為に、皆様と
共に努力して参ります。新しい代議士が誕生しました。そし
て大畠さんお疲れ様でした。

「ふつうの人から
豊かになろう」

参議院議員　郡司　　彰

新年あけましておめでとうございます。
昨年の総選挙では力強いご支援のおかげにより初当選を果た
すことができました。12月には経済産業委員会で初の質疑
に立たせていただきましたが、国会全般では共謀罪法案の強
行成立など野党が皆さんのご期待に応えられない状況が続き
ました。こうした状況を打破し、信頼できる政治を取り戻す
ために、今年も『現場主義』を貫き、活動にまい進してまい
ります。本年もよろしくお願いいたします。

「現場主義の信頼ある
政治をめざして」

衆議院議員　浅野　　哲

新年おめでとうございます。昨年は大義
なき解散に対し、団結すべき野党が結果的に分断されて安
倍一強政治を許したことをお詫び致します。かつて総評と同
盟が違いを超えて連合を結成したように、私たち野党が大同
団結するしか皆さんのお役に立つことはできません。平和憲
法を守り、戦争をさせない国を守るために全力で取り組みま
す。県議会議員選挙では連合茨城推薦候補を全力で応援致
します。

「戦争をさせない
国を守るために」

参議院議員　藤田　幸久

あけましておめでとうございます。衆議
院議員の青山大人です。
旧年は内山会長をはじめ連合茨城の皆様

に絶大なご支援を賜り、心から御礼を申し上げます。誠に
ありがとうございました。
新年を迎え気持ちを新たに、かつ皆様への感謝と初心を

忘れず、日々精進して参ります。青山を通じて国政を身近
に感じて頂き、そしてより幸せと発展が皆様に広がるよう頑
張る所存です。
皆様のご健勝とご多幸を祈りつつ新年の挨拶とさせて頂

きます。

「気持ち新たに、初心忘れず」

衆議院議員　青山　大人
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